
（
国
際
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
登
録
出
願
の

番
号
の
通
知
）

（
国
際
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
登
録
出
願
の

番
号
の
通
知
）

第
八
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
国
際
意
匠
登
録
出

願
が
基
礎
と
し
た
国
際
登
録
に
つ
い
て
意
匠
法
第

六
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
公
表
（
以

下
「
国
際
公
表
」
と
い
う
。）が
あ
つ
た
と
き
は
、

当
該
国
際
意
匠
登
録
出
願
に
意
匠
登
録
出
願
の
番

号
を
付
し
、
そ
の
番
号
を
当
該
国
際
意
匠
登
録
出

願
の
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
国
際
意
匠
登
録
出

願
が
基
礎
と
し
た
国
際
登
録
に
つ
い
て
意
匠
法
第

六
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
公
表
（
以

下
「
国
際
公
表
」
と
い
う
。）が
あ
つ
た
と
き
は
、

当
該
国
際
意
匠
登
録
出
願
に
意
匠
登
録
出
願
の
番

号
を
附
し
、
そ
の
番
号
を
当
該
国
際
意
匠
登
録
出

願
の
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
提
出
書
面
の
省
略
）

（
提
出
書
面
の
省
略
）

第
九
条

意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
意
匠
法
第
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
当
該
意
匠
登
録
出
願
の
願
書
に
必
要
な
事

項
を
記
載
し
て
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
九
条

意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
意
匠
法
第
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
当
該
意
匠
登
録
出
願
の
願
書
に
必
要
な
事

項
を
記
載
し
て
同
法
第
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

﹇
略
﹈

２
・
３

﹇
略
﹈

４

意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
意
匠
法
第
十
七
条
の

三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
当
該
意
匠
登
録
出
願
の
願
書
に
そ
の
旨
を
記

載
し
て
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
同
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
た
い
旨
を
記
載
し
た
書
面
の

提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
意
匠
法
第
十
七
条
の

三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
当
該
意
匠
登
録
出
願
の
願
書
に
そ
の
旨
を
記

載
し
て
同
法
第
十
七
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る

同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
い
旨
を
記

載
し
た
書
面
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
手
続
補
正
書
の
様
式
等
）

（
手
続
補
正
書
の
様
式
等
）

第
十
五
条

手
続
の
補
正
の
う
ち
、
様
式
第
一
か
ら

様
式
第
十
二
ま
で
、
様
式
第
十
四
若
し
く
は
第
二

条
第
五
項
に
規
定
す
る
別
に
定
め
る
様
式
、
第
十

九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規

則
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第
二
、

同
規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
四
、

同
規
則
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第

九
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
十
一
、
同

規
則
第
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第

十
六
、
同
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
様

式
第
十
八
若
し
く
は
同
規
則
第
十
四
条
第
一
項
及

び
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
二
十
二
、
第
十
九

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則

第
二
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式

第
三
十
六
、
同
規
則
第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す

る
様
式
第
三
十
八
若
し
く
は
同
規
則
第
二
十
八
条

第
十
五
条

手
続
の
補
正
の
う
ち
、
様
式
第
一
か
ら

様
式
第
十
二
ま
で
、
様
式
第
十
四
若
し
く
は
第
二

条
第
五
項
に
規
定
す
る
別
に
定
め
る
様
式
、
第
十

九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規

則
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第
二
、

同
規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
四
、

同
規
則
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第

九
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
十
一
、
同

規
則
第
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
様
式
第
十
六
、

同
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第
十

八
若
し
く
は
同
規
則
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二

項
に
規
定
す
る
様
式
第
二
十
二
、
第
十
九
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
二
十

七
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第
三
十

六
、
同
規
則
第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
様
式

第
三
十
八
若
し
く
は
同
規
則
第
二
十
八
条
の
三
に

の
三
に
規
定
す
る
様
式
第
四
十
又
は
第
十
九
条
第

八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
四

十
八
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
四

の
三
、
同
規
則
第
五
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
様

規
定
す
る
様
式
第
四
十
又
は
第
十
九
条
第
八
項
に

お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
四
十
八
条

の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
四
の
三
、

同
規
則
第
五
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六

２
〜
４

﹇
略
﹈

２
〜
４

﹇
略
﹈

式
第
六
十
五
の
二
、
同
規
則
第
五
十
条
の
二
に
規

定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
四
、
同
規
則
第
五
十
条

の
三
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
六
、
同
規
則

第
五
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五

の
九
、
同
規
則
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定

す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
一
、
同
規
則
第
五
十
八

条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
三
、

同
規
則
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
様

式
第
六
十
五
の
十
五
、
同
規
則
第
五
十
八
条
の
十

七
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
七
、

同
規
則
第
六
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六

十
五
の
十
九
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
様
式
第

六
十
五
の
二
十
一
、
同
規
則
第
六
十
一
条
の
十
一

第
三
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
二
十
三
若

し
く
は
同
規
則
第
六
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

様
式
第
六
十
五
の
二
十
五
に
よ
り
作
成
し
た
書
面

を
特
許
庁
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
し
た
手
続
の

補
正
は
様
式
第
十
四
に
よ
り
、
そ
れ
以
外
の
手
続

の
補
正
は
様
式
第
十
五
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

十
五
の
二
、
同
規
則
第
五
十
条
の
二
に
規
定
す
る

様
式
第
六
十
五
の
四
、
同
規
則
第
五
十
条
の
三
に

規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
六
、
同
規
則
第
五
十

一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
九
、

同
規
則
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
様

式
第
六
十
五
の
十
一
、
同
規
則
第
五
十
八
条
第
二

項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
三
、
同
規
則

第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六

十
五
の
十
五
、
同
規
則
第
五
十
八
条
の
十
七
第
二

項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
七
、
同
規
則

第
六
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の

十
九
、
同
規
則
第
六
十
条
第
六
項
に
規
定
す
る
様

式
第
六
十
五
の
二
十
一
、
同
規
則
第
六
十
一
条
の

十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
二
十

三
若
し
く
は
同
規
則
第
六
十
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
様
式
第
六
十
五
の
二
十
五
に
よ
り
作
成
し
た

書
面
を
特
許
庁
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
し
た
手

続
の
補
正
は
様
式
第
十
四
に
よ
り
、
そ
れ
以
外
の

手
続
の
補
正
は
様
式
第
十
五
に
よ
り
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
意
匠
登
録
証
）

（
意
匠
登
録
証
）

第
十
六
条

﹇
略
﹈

第
十
六
条

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

意
匠
に
係
る
物
品
又
は
意
匠
に
係
る
建
築
物

若
し
く
は
画
像
の
用
途

二

意
匠
に
係
る
物
品

三
〜
六

﹇
略
﹈

三
〜
六

﹇
略
﹈

（
特
許
法
施
行
規
則
の
準
用
）

（
特
許
法
施
行
規
則
の
準
用
）

第
十
九
条

特
許
法
施
行
規
則
第
一
章
（
総
則
）（
第

四
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
四
条
の
三
第

一
項
第
四
号
、
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号

及
び
第
十
七
号
並
び
に
第
三
項
第
七
号
、
第
四
条

の
四
、
第
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条

か
ら
第
十
一
条
の
二
の
三
ま
で
、
第
十
三
条
第
二

項
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
三
並
び
に
第

十
九
条
を
除
く
。）の
規
定
は
、
意
匠
登
録
出
願
、

国
際
登
録
出
願
（
同
規
則
第
一
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
限
る
。）、
請
求
そ
の
他
意
匠
登
録

第
十
九
条

特
許
法
施
行
規
則
第
一
章
（
総
則
）（
第

四
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
四
条
の
三
第

一
項
第
四
号
、
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号

及
び
第
十
七
号
並
び
に
第
三
項
第
七
号
、
第
四
条

の
四
、
第
十
一
条
、
第
十
一
条
の
二
か
ら
第
十
一

条
の
二
の
三
ま
で
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条

の
三
並
び
に
第
十
九
条
を
除
く
。）の
規
定
は
、
意

匠
登
録
出
願
、
国
際
登
録
出
願
（
第
一
条
第
一
項

及
び
第
二
項
の
規
定
に
限
る
。）、
請
求
そ
の
他
意

匠
登
録
に
関
す
る
手
続
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
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